
令和４年４月１日以降、千葉市民で満３歳児以上の児童が利用してい
る。

はい いいえ

標準的な開所時間が、概ね１日４時間以上８時間未満、週５日以上、年
間３９週以上である。

はい いいえ

認可施設（幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業）企業主導
型保育事業ではない。

はい いいえ

国の幼児教育・保育の無償化給付を受けている保育の必要な児童が、満
３歳以上児（令和３年５月１日時点）の半数を超えていない。

はい いいえ

別紙『対象施設等の基準』の全てを満たしている。

はい いいえ

本事業の対象となる可能性があります。
基準適合審査の申請をして下さい。
※施設、事業が基準適合と認められなければ、保護者の方は支給申請を
することができません。

本事業の対象
外です。

対象施設、事業フローチャート


